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はじめに

　

　1945年８月15日は、15年戦争の「終結」の日である

と同時に、様々なものごとの「始まり」の日でもあ

る。大日本帝国の崩壊という事態は、中国大陸や朝鮮

半島をはじめとする、アジア各地に拡がっていた人々

の、復員や引き揚げという名の下での、日本への移動

を促すこととなった。それはこれまでの日本の歴史に

おいて、類例のない規模にしてかつきわめて短期間で

の人の移動であったといえよう。

　そうした大規模な移動は、労働市場にも多大なる影

響を及ぼすものであった。大量に日本に還流する人口

は、端的に過剰人口問題（とりわけ労働力としての）

を引き起こす。当時見積もられていた海外からの復

員軍人および引き揚げ者はおよそ700万人であった１。

それだけではない。内地には約50万人の軍人・軍属２

がおり、都市の戦災によって住居や職業を喪失した

罹災者３、さらには失業者４がこれに加わる。

　こうした事態をふまえ、1945年11月に策定されたの

が「緊急開拓事業実施要領」である。その方針は「終

戦後ノ食糧事情及復員ニ伴フ新農村建設ノ要請ニ即応

シ、大規模ナル開墾、干拓及土地改良事業ヲ実施シ以

テ食糧ノ自給化ヲ図ルト共ニ離職セル工員軍人其ノ他

ノ者ノ帰農ヲ促進セントス」というものであった。

　本来は長期的な視野に立って行われるべき開拓が、

「緊急」に行われるということじたい、ある種の語義

矛盾を孕んでいるといわざるを得ない。しかしそうし

た矛盾のもとであっても、人々は戦争によって狂わさ

れたライフコースの立て直しを図らなければならな

かった。このような戦後開拓が、いかにして生きられ

たものであったのかについて、職業経歴の再形成とい

う視点から考察することが本稿の課題である。

　この10年ほどの間に、戦後という時代が歴史研究の

対象となってきた。のちに検討するように、戦後開拓

についても様々な領域からのアプローチがなされるよ

うになってきている。近年の戦後開拓史研究の展開

戦後開拓地のライフヒストリー（１）
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要　旨

　本稿は、戦後まもない時期に行われた「緊急開拓」の様態がいかなるものであったのかについて、かつて陸軍の

演習場として利用されていた青森県鰺ヶ沢町山田野地区を事例に、入植の経緯と定着のプロセスに焦点を当てて考

察したものである。

　そのための手続きとして、本稿では集団ではなく個人のライフコースを分析対象とし、敗戦によって断絶を余儀

なくされた職業経歴の再形成がどのような形で行われたのか、そして対象地域に最初に入植した元軍人たちがどの

ような形で戦後開拓を経験していったのか、という論点についての分析を行っている。

　本稿は、軍というものを、土地としても人としても引きずることになった対象地域の性格を考慮しつつ、ひとつ

の戦後開拓像を描き出そうとする試みである。
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は、同時にその多様性をも明らかにしている。ひとく

ちに戦後開拓といっても、そのありようは地域によっ

て様々であり、ひとつのまとまった像として捉えるこ

とは難しい。農業政策の影響というものを考えてみて

も、その表れ方はそれぞれの地域で異なっている。開

拓の成否に関しても、一義的な評価を下すことはでき

ない５。したがって、生きられた経験としての戦後開

拓は、個別具体的な事例に即して多彩な像を呈示する

ことになる。本稿もまた、そうした特性を明らかにし

ようとするひとつの試みである。

　以下ではまず、戦後開拓を社会学的な分析の俎上に

載せるための準備作業として、これまでの研究成果を

ふまえ、本稿において検討すべき論点の整理を行う。

次に青森県内における戦後開拓の展開と、本稿が対象

とする、旧陸軍山田野演習場跡地を利用した、鰺ヶ沢

町山田野開拓地の特徴を概観する。そのうえでこの土

地に、「緊急開拓事業」によって入植した人々がどの

ようにして職業経歴を再形成していったのかを、ラ

イフヒストリー調査から分析する。本稿ではとくに、

人々の入植から定着に至るまでの過程に焦点を当て、

そこで形成された社会関係のあり方や、そのなかで生

じた葛藤までを含めながら読み解いていくことで、戦

後開拓、なかでもその初期にあたる「緊急開拓」のも

つ歴史社会的な意味を明らかにしていきたい。

１　戦後開拓への社会学的視点

　戦後開拓研究は、これまで歴史学、人文地理学、農

業経済学、そして社会学といった学問分野において進

められてきた。その分析視角は、戦後農業政策と農村

の変容の関係性、あるいは戦後日本における土地利用

のあり方をめぐる考察など、多岐にわたっている。こ

のことは戦後開拓が、今後においても豊富な研究可能

性を秘めていることを示唆している。ここでは、紙幅

の都合上、戦後開拓を対象とした２つの社会学的研究

の知見をまとめておきたい。

（１）開拓村落と共同体論

　満州農業移民および満州開拓団を母体とする戦後開

拓農協の分析を行った蘭信三は、その問題設定におい

て次の２つの点を挙げている。

　ひとつは開拓村落研究である。蘭の整理によれば、

この研究視角は２つの知見によって構成される。第一

に開拓村落がもつ、自然村とは異なる「生得的機縁に

よる集団ではなく獲得的機縁によってあらたに形成さ

れた集団で、従来からの村落の伝統や慣習などから自

由である、という点」６、第二に「集団入植の開拓村

は母村の伝統すなわち社会構造や文化的背景の影響か

らのがれられないという点」７である。

　もうひとつは共同体論である。蘭は、既存の村落

共同体論に対して、「選択的」共同体という概念を設

定する。それは「地域の共同体を、「自然に与えられ

た」、個人に「所与」なものとしてだけ考えるのでは

なく、個人の主体的「選択」にもとづいて形成された

共同体」８として捉えられる。同時に蘭は山本陽三ら

による「共有者に内在化し、個人の行動に規範性を持

つ」ような共有集団としてのシンボル共有体概念にも

注目して９、共同性ないし“きずな”を手がかりに、

集落の形成（旧満州からの再入植）から、地域の解体

（開拓農協の解散）に至るまでの過程を描いている。

　これら２つの視点と関わる形の事例研究は、地理学

や農業史の領域においても進められてきた。北﨑幸之

助は、アクターネットワーク論を分析視点として用

い、茨城県大八洲開拓農協を事例に、農本主義者加藤

完治を核としたアクターネットワークが、地方スケー

ルのアクターへと影響を及ぼしていったことを明ら

かにしている10。また、三好豊は、戦後高冷開拓地の

リーダーのライフヒストリーに焦点を当て、彼らが満

州開拓から戦後開拓へと至る諸契機を、社会構造の変

化と関連づけながら丹念に分析している11。

（２）戦後日本への包摂と排除

　戦後開拓が、敗戦による「在外「日本人」」の引き

揚げと地続きであることは、大量に還流してくる人々

をどのように受け容れ、再配置するかという課題を提

起する。道場親信は、引き揚げと戦後開拓を、一国史

的な枠組みを超えた「難民」問題として位置づけ、包

摂と排除に関わる問題として位置づけている12。

　道場の分析は、ひとつには農地改革と戦後開拓を通

じた戦後農政のなかに、「日本人」「日本農民」といっ

た「単一民族的」表象の過程を捉えようとするもの13

であり、もうひとつには、開拓農民が獲得した土地を

めぐって生じる「生き方」の問題、すなわち「国家の

「軍事」でも、「開発」の内容でもなく、自分たちの生

を否定する「買収の論理」、土地所有権の移転にすぎ

ないものによって、自分たちが「難民」化させられる

ことへの抵抗」14としての農民闘争の持つ意味を検証

しようとするものである。
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２　本稿の分析視角

　上のような知見をふまえたうえで、本稿で検討すべ

き課題と分析視角は以下の３つの点に整理できる。

（１）戦後開拓における個人史の位置づけ

　これまでの戦後開拓研究は、個々の集落や村落が持

つ構造的特性に多くの関心を払ってきた。したがって

開拓村落研究にせよ共同体論にせよ、分析の単位はひ

とつないしは複数の集団という形をとる。このような

研究においては、集団の成員個人が主たる分析対象と

なることはない。その結果集団内、あるいは集団と個

人の関係のダイナミクスを捨象することになる。

　一方、開拓地リーダーのライフヒストリー分析は、

個人のライフコースから集団の形成・変容過程をた

どっている点で、従来の研究とは異なった視点をも

つ。リーダーシップが集団を規定していく過程を検証

することは確かに重要である。しかしながらリーダー

のもとにあるフォロアーの視点からの検討は、依然と

して残された課題であるといえる。

　本稿では、個人のライフコースを分析対象とし、そ

の集合体としての戦後開拓集落を捉えていきたい。こ

のような視点は、先に触れたような「選択的」共同体

について考えるうえで、それが個々人の選択の結果に

よって成立したものであることを、より精緻に描き出

す方法となるだろう。

（２）開拓への「移行」（トランジション）

　個人を分析単位として戦後開拓を捉えると、それは

地域移動と職業経歴上の「移行」をともなう。とりわ

け「緊急開拓事業」において入植した人々にとって

は、敗戦時までに就いていた職業から新たな職業＝農

業への転職という形の「移行」である。

　労働市場研究においては、「移行」におけるリン

ケージの役割が重要な分析対象となってきた15。人々

が入植する際の契機について分析するうえでは、利用

可能なネットワークの存在が大きな意味をもつ。従来

の研究の多くは、戦後開拓地への集団入植（とりわけ

満州開拓団からの引き揚げ者を中心としたもの）を対

象としており、もともと凝集性をもたないような人々

の開拓地への入植がどのような形で行われたのかにつ

いては十分明らかにされていない。

　本稿では、入植の斡旋と利用されたネットワークに

注目して、対象者の前職から農業への「移行」がどの

ように行われたのかを明らかにする。その過程にみら

れる共通性や差異は、その後のコミュニティ形成にも

少なからぬ影響を与えているものと考えられる。

（３）戦時と戦後―連続と不連続の位相―　

　戦後開拓に関する先行研究の多くは、満州農業移民

および満州開拓団を中心とした引き揚げ者に対する関

心に根ざしたものである。こうした関心は、必然的に

戦時と戦後との関係性に対する問いを内包している。

　こうした問いについて、農業政策の観点からは、

「満州開拓」と戦後開拓との間の政策や政策立案者に

おける連続性16というものが指摘されており、また引

き揚げ者の集団入植という人＝共同性の連続という側

面からの検討も行われている。

　戦時と戦後の連続性をめぐっては、歴史学研究の展

開をもとにした森武麿の整理が参考となろう。森は、

1970年代を戦前と戦後の連続・断絶論の時代、1990年

代を戦時と戦後の連続・断絶論の時代として整理した

うえで、「戦前旧秩序は1945年の敗戦後に一挙に変化

するのではなく、戦後改革を契機に、ほぼ1950年代初

頭を画期にして、戦後体制が整序されてくる過程が、

現段階での研究水準であろう」17とする。

　このような森の整理を、道場親信による「緊急開

拓」についての概念把握と重ねてみよう。道場は、

「緊急開拓」を狭義と広義とに分け、前者を「緊急開

拓実施要領」が施行された1945年11月から47年10月ま

での「難民入植の時代」、後者を1953年の「農地法」

施行以前までとして捉えている。ここからみえるの

は、広義の「緊急開拓」が、戦前の旧秩序を引きずっ

たままに行われていたという可能性である。

　一方、満州などからの引き揚げ者たちの集団入植に

代表されるような、人の連続性を保った形での移動に

関しては、もうひとつ、復員軍人による入植が挙げら

れる。「緊急開拓事業実施要領」では、「軍用地中農耕

適地ハ自作農創設ノ為急速ニ開発セシタメ可及的速ニ

払下等ノ処分ヲナシ旧耕作者及入植者ニ譲渡スル」18

ものとし、その取得目標は18万町歩とされていた。こ

うした軍用地の一部は、「緊急開拓事業実施要領」以

前の閣議決定（1945年８月28日）や農林次官通達（同

年９月24日）によってすでに開墾が進められていた19。

土地の利用の仕方という観点からみれば、そこには戦

時と戦後との間に大きな断絶が存在することはいうま

でもない。しかしその一方で、本稿が対象とする戦後

開拓地では、元軍人たちが中心となって入植・開墾が
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行われた20。つまり軍によるつながりを保った形で開

拓が行われたのである。そうした開拓においては、満

州開拓からの引き揚げ者にみられるような、前職と農

業との連続性があるわけでもなく、生まれて初めて鍬

を握るような者も少なからず存在した。そこでは必然

的にライフコース上の職業経歴の再構築が行われる。

　こうした連続性と不連続性は、戦後開拓地における

個人のライフコースを、そしてその集合体である地域

の性格を特徴づけるものである。その複雑な位相を読

み解くことが、本稿にとっても大きな課題となる。

　また、労働市場からみた場合の、戦後開拓のもつ過

渡性にも目を向ける必要がある。失業対策という観点

からみれば、戦後開拓は復興から高度成長期への、工

業労働力需要が高まるまでの過渡的な対応とみること

ができる。道場のいう、「人口の一時的「プール」と

しての役割」「「安全弁」の役割」21がそれに当たるで

あろう。戦後開拓は、1974年に開拓行政が一般農政に

吸収されるまでの約30年にわたるものではあるが、こ

と「緊急開拓」についていえば、特定の世代（コー

ホート）に固有の経験であるともいえる。したがっ

て、戦後開拓は、戦後の社会変動のなかのひとつの世

代経験としても位置づけられる必要がある。

３．事例の概要

　周知のように、「緊急開拓事業実施要領」は、155

万町歩の開墾と、100万戸の帰農の実現を期すもので

あった。未墾地の取得に当たっては、先にも触れたよ

うに旧軍用地を含める国有地の開放が進められた。未

開墾地取得のために1948年４月２日に各都道府県に通

達された割当面積の総計129万4,500町歩のうち、旧軍

用地は18万7,323町歩と、14.5％を占めていた22。青森

県においては、割当面積４万1,000町歩のうち、旧軍

用地は9,524町歩（23.2％）を占め、全国平均よりも高

い値を示している。

　

（１）青森県における「緊急開拓」の展開

　青森県では、「緊急開拓事業実施要領」を受けて、

開拓事業を開始することとなった。1946年１月に緊急

開拓委員会が設置され、５ヶ年計画で耕地造成４万町

歩、自作農創設6,700戸という目標を決定した。同年

４月には経済部に開拓課が新設され、開墾建設部門を

担当する耕地課とともに、開拓の仕事を扱うようにな

るなど、行政の支援体制も整備されていく23。時を同

じくして、開拓課内に経済部長を本部長とする開拓増

産隊本部が設置され、開拓者に物資の配給、帰農者へ

の食糧増産に向けた指導督励が行われた24。

　青森県の戦後開拓を考えるうえで重要な存在が、三

本木開拓である。国営による三本木開拓は戦時に中断

を余儀なくされていたが、旧陸軍軍馬補充部の用地を

編入して1946年に再開される。軍馬用地の跡地を利用

して、基幹開拓者養成、生産物補給を目的とした開拓

基地農場の設置、開拓増産隊の結成による耕作訓練の

実施といった、国の制度を受けての関連事業が活発に

行われることによって、開拓のモデルケースが形作ら

れていくことになった。

　ここでは開拓増産隊の結成と開拓基地農場の設置に

ついて触れておく必要がある。前者は「戦時中からの

食糧増産隊を切りかえたもので、（中略）その目的は

緊急開拓事業完遂の推進力として、農家二、三男、復

員者、戦災者の中の青壮年を結集し、開墾、干拓、土

地改良に挺身せしめ、期間満了後開拓地に入植、新農

村の建設にあたらしめるため、集団訓練を行うもので

あ」25った。一方後者は開拓増産中央本部の直轄とし

て、「福島県白河、青森県三本木、岩手県奥中山等の

旧軍施設に敗戦と共に集団で入った軍人がＧＨＱから

解散させられ、その建物土地、施設（機械）等を農林

省に移管したもの」26であった。このような経緯から、

「緊急開拓」における連続と不連続の相がそれぞれみ

えてくるだろう。

　1947年10月、「緊急開拓事業実施要領」が改訂され、

「開拓事業実施要領」となった。ここで注目すべきは

その目的の変容である。すなわち従来「離職セル工

員、軍人其ノ他ノ者ノ帰農ヲ促進」するという方向性

が、「人口収容力の安定的増大」となり、翌年以降は

入植者選定基準が作られ、海外引き揚げ農民、農家の

二三男を中心に質的改善が図られた27。このような動

きを受けて、青森県では1948年１月から開拓課を開拓

用地、開拓計画、開拓指導の三課体制に改組して、そ

の充実を図った。この「緊急開拓事業実施要領」から

「開拓事業実施要領」へという流れは、入植者の属性

という観点からみた場合、ひとつの大きな変化として

位置づけられる。

　「開拓事業実施要領」後の1948年度に実施された再

確認措置の時点で、入植戸数は3,000戸を超え、耕地

面積は6,000ha となったが、三本木の旧軍馬補充部の

牧草地跡といった恵まれた環境の土地を除けば、総じ

て生産は貧弱であった28。県によって実施された入植
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者選考には、希望者が殺到した。1949年までの５年間

に選考を経て適格者とされたのは5,000戸以上であり、

最初は戦災者、復員者、引き揚げ者が優先されたが、

その後農家の二三男にも機会が開かれていった。さら

に1948年度には、「入植者並びに増反者再確認取扱要

領」が示され、これによって農業不適格者や土地・立

木の取得だけを目的とした便乗入植者が相当数排除さ

れることとなった29。

　様々な混乱を抱えた開拓行政の整備が徐々に進めら

れ、1948年１月、開拓指導課が取りまとめた「開拓地

営農設計標準」が開拓審議会建設部会で決定された。

この立案に関わった当時の技師千葉貞義氏は、かつて

満州開拓団長を務めた人物であり、その経験を活かし

た指針であったという30。

　中央からの開拓行政の影響下にありながら、青森県

の戦後開拓行政の基盤はこのように形作られていっ

た。

（２）山田野開拓地のプロフィール

　青森県鰺ヶ沢町（旧鳴沢村）山田野地区は岩木山麓

に位置し、1890年代に陸軍の演習地として利用が開始

され、のちに1898年に弘前に第八師団が設置されたの

を機に、頻繁に演習が行われるようになった。1909年

ごろには廠舎が建設され、約5000ha にも及ぶ北東北

最大の演習地として整備された31。

　もともとは地元民が採草地（秣場）として利用して

いたが、火山灰土壌の表土は膨軟、軽しょう、地形は

複雑で、農耕地としてはかなり厳しい土地条件であっ

た。当初この土地へは少将格を団長とした元軍人だけ

の入植が計画されていたようであるが、ＧＨＱの指示

を受けて、引き揚げ者も含めた形での入植となった。

計画では、入植予定戸数は115戸であったとされる32。

　旧軍用地に元軍人たちの入植が計画され、それが頓

挫したという事情には、先述したような旧軍施設に入

植した旧軍人の集団が、ＧＨＱによって解散させられ

たのと同様の経緯があると考えられる。ただし、元軍

人たちによる入植計画そのものがなくなったわけでは

ない。「緊急開拓実施要領」に先立つ1945年10月には、

山田野地域に詳しい元軍人の葛西勝美氏が団長格と

なった10名の先発隊が開拓を開始している33。

　入植者は、開墾地から２km 以上離れた旧陸軍兵舎

に入居し、毛布、食糧の手当てを受けながら現地への

「通い開墾」を行った。旧軍施設のインフラがそのま

ま転用される形となったのである。また、1945年秋に

は、旧軍人たちの組織として生まれた補導会による研

修が旧三本木軍馬補充部で行われ、山田野からも10名

程度が参加している34。

　このようにして、元軍人たちのみによる入植計画と

いう形こそ成らなかったものの、開拓のイニシアティ

ブは彼らの持つネットワークによって形成されたもの

であった。その一方で一般入植者は、樺太から引き揚

げてきた地元縁故者を中心に、それぞれの市町村役場

などを経て申し込んだ人々であった。このように、山

田野開拓地には元軍人たちと引き揚げ者という２つの

開拓者のカテゴリーが存在した。このことがコミュニ

ティの性格を特徴づけていくことになる。

４．山田野地区入植者のライフコース

　ここでは、開拓が開始された初期の段階で入植した

人々を対象に、その経緯と定着に至るまでのプロセス

を、３人のライフヒストリーに基づいてみていくこと

にする35。具体的には軍の斡旋で山田野地区に入植し

たＡ氏、Ｂ氏、父親が市町村を通じて申し込んで入植

したというＣ氏のライフコースを取り上げる。

（１）対象者のライフコース

（事例１）Ａ氏

　1917年生まれ。出身は青森県三戸郡。３人きょうだ

いの二番目で、兄が１人と妹が１人いる。父親は教師

で、兄は剣道の師範をしていた。Ａ氏は中学校卒業

後国鉄に勤務していたが、1931年に軍隊の召集を受け

た。歩兵第五連隊に所属し、山田野演習場での演習を

経験している。幹部候補生に志願して盛岡陸軍予備士

官学校に入ったが、国鉄からの給料が打ち切りになっ

たため「鉄道は（給料を）30円はもらっていたけれど

も、やっぱり、幹部候補生に志願になったとこで、５

円くらいの時が続いた」。中国（北支）に行ったこと

もあったが、終戦を迎えたのは青森県上北郡の乙供

（旧甲地村、現在の東北町）である。

　結婚は28歳の時、終戦の一週間前のことだった。妻

（Ｄ氏）は八戸市出身で、知人の紹介を受けての結婚

だった。

　終戦後、食糧増産のための入植に応募して旧山田野

演習場の土地が割り当てとなり、元大尉の葛西勝美氏

とともに先発隊として入植することとなった。葛西氏

とはこのときが初対面だった。妻のＤ氏の話では、当

時の町長がＡ氏の友人だったため、入植に関して便宜
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を図ってもらったという。

　入植当初は兵舎に住み、自分の土地まで歩いて通う

「通い開墾」を行っていた。Ｄ氏は当時の住居につい

て次のように話している。

　兵舎にさ、一番先に行ったから、貴賓室に入っ

た。だからとてもいいところに入ったんですね。

井戸もあるし。貴賓室だもの。長い兵舎に入らな

いの。

　廠舎跡地には細長い兵舎の他に酒保や将校の宿舎な

どもあり、入植者は入植した順に好きなところを選ん

で住んだ。Ａ氏は生活に便利な貴賓室を選んでいた。

　農具は鍬と鎌しかなく、肥料もなかった。初めに

作った作物は大豆だったが、満足な収量は得られず、

Ｄ氏は親族から援助を受けていたと話している。

　

　何かのときは八戸へ帰るわけ。そうすれば父親

はそのときのお金で２万円くれて、いつも。……

何もないっていうの分かってるから、２万円かな

らずくれてよこすの。

　２人で大豆30キロ。食べられないですよ。だ

から青森のわたしの父親、兵舎にたまに来るの。

で、ぬか漬けのイワシだとか何とかって持ってき

てくれたです。

　

　周囲の農家は農業だけで生活していくことが難し

く、出稼ぎをして生計を立てていたが、Ａ氏は出稼ぎ

をしたことがなかった。Ｄ氏は「どうやって暮らして

たんだか、忘れた。（夫は）出稼ぎは行ったことない」

と話している。

　Ａ氏は開拓農協の組合長や老人会の会長などを務

め、長く地域のリーダーとして活動した。Ａ氏は2009

年に亡くなったが、息子さんが農業を継いでいる。

　

　Ａ氏はインタビューで「食糧生産のためにここ（山

田野）……割り当てになったんだもんな」と話してお

り、自ら進んで山田野を選択したのかどうかはわから

ないが、演習で一度訪れたことのある土地だったこと

と、友人が町長を務めている町だったことから、割り

当てられた土地を自らの新たな居住地として受け入れ

やすかったのではないかと推測する。見ず知らずの土

地に入植する場合には土地の状況を把握することから

始めなければならないが、Ａ氏は演習で山田野を訪れ

ているため、山田野の地理についてはある程度把握し

ていた。そのことから、新たな生活に比較的早く移行

できたのではないかと考えられる。また、行政のなか

に相談できる相手がいることは、開拓農政が混乱した

状態にあった入植初期にはとりわけ強みになったと思

われる。それは農業未経験者の多い開拓地において、

外部から情報を得ること、特に行政の補助事業に関す

る情報を得ることが重要だったからである。

　更に、Ａ氏の場合は親族からの援助を受けることが

できたことも大きかったようだ。この援助のおかげで

トラクターなどの農機具を早くに導入することがで

き、開拓農業が軌道に乗ったようである。

（事例２）Ｂ氏

　1926年生まれ。出身は樺太。８人きょうだいの二

男。父親は現青森県平内町の出身、母親は平内町の出

身で、正確な時期は不明だが、子どもが生まれる前に

樺太へ移住している。父親は漁業に従事していたが、

Ｂ氏が小学生の頃に転職して落合町の王子製紙の工場

に勤めていた。

　Ｂ氏は高等小学校卒業後、友人と共に郵便局に勤め

た。しかし、友人が郵便局を辞めることになり、Ｂ氏

も仕事を辞めて建具屋に勤めることになった。ここで

は機械を使って建材にカンナをかけたり、ノミで穴を

開けたりする仕事をし、大谷飛行場の建設や内渕炭鉱

の社宅建設に携わった。やがて父親が農業を始めるこ

とになり、Ｂ氏も建具屋を辞めて家族で内幌に引っ越

し、父親と共に農業をした。

　徴兵検査が一年早まったため、19歳の時に徴兵検査

を受け、1945年７月に弘前の陸軍第八師団歩兵第十七

連隊に配属となった。これは本籍を青森県に置いてい

たためで、本籍を樺太に置いていた友人たちは樺太の

敷香町の部隊に配属された。その後Ｂ氏は山田野演習

場に移り、演習をしている間に終戦を迎えている。

　終戦後は母親の実家で過ごしていたが、青森市の蓮

華寺で陸軍関係者から開拓の話を聞き、自分の知って

いる土地であり大勢の兄弟と一緒に暮らせる住居のあ

る旧山田野演習場への入植を決めた。入植当初は樺太

から引き揚げてきた両親ときょうだいとともに12号兵

舎で生活していたが、のちに医務室へと移っている。

　きょうだいは独立して山田野を離れていき、山田野

には兄とＢ氏だけが残った。兄は両親と同居し、Ｂ氏

は分家することになった。

　結婚は30歳の時で、相手は両親の出身地である平内
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町出身の女性だった。山田野に平内町出身の入植者が

おり、その人の紹介で結婚することになったという。

妻は2004年に亡くなっている。子どもはいない。

　農業だけでは生活が厳しかったため、出稼ぎをして

いた時期もある。北海道ではトラックの乗務員として

荷物の運搬を行い、東京では地下鉄の建設工事に携

わった。出稼ぎの仕事は鰺ヶ沢町内の世話人に頼んで

紹介してもらっていた。

　県の農業政策を受けて酪農に挑戦したり、菜種や

ビートの栽培を行ったりしたが、上手くいかないこと

が多かった。現在は農業を引退している。

　Ｂ氏は樺太の出身だが、本籍を青森県においていた

ために弘前の部隊に配属となり、終戦を山田野で迎え

た。また、徴兵検査が一年早まったことで軍の斡旋と

いうルートを利用することができたと考えることもで

きる。これらがＢ氏と山田野開拓を結びつけたのだ。

　Ｂ氏は終戦により職業とともに故郷・樺太の土地を

失っている。ライフコースの再構築には職業だけでな

く土地も重要な意味をもっていたと考えられる。平内

町に親族はいたものの、８人きょうだいという大所帯

では広い家が必要になることから、そちらに住むこと

は難しいと感じていた。軍の斡旋は自分だけでなく家

族が引き揚げてきたときに住むことのできる広い土地

を提供してくれるものだった。いくつかの選択肢があ

るなかでＢ氏が山田野を選んだ理由は大きな兵舎に

あった。演習で利用した兵舎は大家族が住むのに適し

ていると感じたのだ。山田野での演習という経験がな

ければ、斡旋の話を聞いてもどこへ行けば良いのか

迷ってしまっただろう。

　また、Ｂ氏は平内町出身の入植者から結婚相手の紹

介を受けている。このことから、Ｂ氏自身は樺太出身

だが、平内町にゆかりのある人物として周囲から認知

されていたと考えられる。自分の故郷は奪われたが、

両親の故郷とのつながりは維持されていたといえるの

ではないだろうか。

（事例３）Ｃ氏

　1937年生まれ。東京出身。３人きょうだいの三番

目。二男。父親は現青森県つがる市の出身、母親は山

形県の出身。父親は菓子屋に勤めており、徴兵はされ

なかったが軍需工場に動員された。中の橋（旧東京市

麻布区、現在の東京都港区）にあった自宅は建物疎開

で取り壊され、飯倉（同）に引っ越した。その後学童

疎開が始まり、終戦時は栃木県にいた。

　疎開先から東京に戻ったＣ氏は親戚の家に数日滞在

したあと、母親の出身地である山形へ向かい、五十川

で母と兄、姉と共に暮していた。母は炭鉱の寮で炊事

を担当し、兄は事務員として働いた。父親は故郷に

戻り、そこで開拓事業のことを知り、入植に申し込ん

だ。市町村を通じて申し込んだものと推測される。入

植が決まった後、父が家族を山田野に招いた。

　Ｃ氏は小学校六年生の春に山田野に移り住んだ。小

学校に転入したが、同級生には樺太からの引き揚げ者

もおり、言葉の違いなどは気にしなかったという。

　当初住んだ８号兵舎は五所川原市飯詰の学校建設に

使うために解体され、家族は酒保の建物に移った。

　

　それで、この８号兵舎っていうのがさ、あの、

一番先に買い取られていったんだいな。それがあ

の、飯詰の学校建てるんだってそういう話は聞い

たんだいの。したとこで、我だぢ、行くとこねぇ

とこで、（地図を指さしながら）ここに書いてあ

る酒保、酒保に今度引っ越したわけ。

　

　Ｃ氏は東鳴沢中学校の二期生で、兵舎を利用した校

舎で勉強をした。中学校卒業後はすぐに農業の手伝い

をした。兄も農業をしていたが、やがてトタン屋で働

くようになり独立したため、Ｃ氏が農業を継いだ。18

歳の頃からは農業の他に東京などへ出稼ぎに出た。栃

木県ではダム建設、愛知県では護岸工事に従事した。

　結婚したのは29歳の時だった。妻のことは日雇いで

畑仕事の手伝いをしていた方が紹介してくれた。結婚

後は一年ほど出稼ぎをして、それ以降はしていない。

子どもは二人で、独立して山田野を離れている。

　結婚した頃は農業経営が軌道に乗り出した頃であ

り、県の政策で始めた菜種栽培、ビート栽培は失敗に

終わったものの、酪農は成功して現在も続けている。

　Ｃ氏の場合は父親が山田野入植を決断している。Ｃ

氏は建物疎開のために自宅を失い、その後居住してい

た場所も東京大空襲で居住が困難となってしまった。

そのため、移住先を探す必要があったのである。父親

は軍需工場に動員されていたため、軍の斡旋という形

での入植ではなく、市町村に申し込んでの入植だっ

た。そのため、Ｃ氏のケースは戦災者の入植として捉

えることができる。

　結婚後に出稼ぎをする必要がなくなったのは酪農の
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成功によるものである。山田野地区においては県の

政策で酪農が推奨され、1963年に県の乳牛貸付事業が

始まったが、これに応募して酪農をはじめた20戸36の

うち『青森県戦後開拓史』が発行された時点で残った

のは５戸であり37、現在も酪農を続けているのは２戸

にすぎない。そんな中でＣ氏は酪農を成功させ、開田

ブームの際には稲作を始め、経営規模を拡大していっ

た。Ｃ氏は妻と共に農業を続けている。

（２）ライフコースからみえてくるもの

　これまで３人の入植者のライフコースを詳細にみて

きたが、これらの経験のなかから共通点を３つ見出す

ことができる。

　一点目は本人もしくは家族が青森県にゆかりのある

人物であることだ。Ａ氏は青森県出身者、Ｂ氏とＣ氏

は父親が青森県出身者である。そして、Ａ氏とＢ氏は

ともに山田野演習場での演習経験者である。このよう

な共通点は入植者の間に連帯感を生む要素や、山田野

を新しい居住地として選択する根拠になったのではな

いだろうか。また、親族が近くにいることで支援を受

けやすいなどのメリットもあったと考えられる。

　二点目は入植を申し込んだ人がほとんど農業経験の

ない人物であることだ。Ｂ氏は樺太で父親の農業の手

伝いをしていたそうだが、それ以前は郵便局、建具屋

と農業とは関係のない仕事をしていた。Ａ氏は国鉄職

員で父親も教師だったため、農業との接点がない。Ｃ

氏の父親も農業未経験者だったとみられる。ほぼ全員

が素人であるということは、必然的に協力しなければ

農業ができないという状況に繋がる。これもまた連帯

感を生み出す要素のひとつと考えられる。

　三点目は農業が軌道に乗るまでに農業以外の収入を

確保していたことである。特にそれは出稼ぎという形

をとっていた。この地域の男性はほとんどが出稼ぎを

していたとみられ、女性の出稼ぎもあったという。Ａ

氏は出稼ぎをしたことがなかったが、これは親族から

の支援を受けられたことが大きかったと考えられる。

出稼ぎはほとんどの人が経験したことであり、また、

集団での出稼ぎが多かったことから、出稼ぎ先でも協

力して仕事を進めるなど、個人の体験というよりも

集団の体験に近いものになっている。出稼ぎで得た収

入が安定した農業経営を行うための助けになるととも

に、出稼ぎの記憶が連帯感を生み出す要素として機能

していたのではないだろうか。

　

５． 開拓への「移行」―旧陸軍の入植斡旋―

　本稿の事例のうち、２例は軍の斡旋という形で入植

している。それがどのように行われたものであったの

かについては、先行研究でも十分に明らかにされてい

ない。そこで対象者の証言と新聞記事資料から、その

実態に迫ってみたい。

（１）入植に向けた動き

　旧陸軍山田野演習場跡地の開拓地としての利用がい

つ決定されたのか正確にはわからないが、1945年９月

４日付の新聞に「山田野へ増産の鍬」という記事があ

ることから、それ以前に決定されたことがわかる38。

農地開発営団で働いていた元尾栄一氏は『青森県戦後

開拓史』に寄せた「公
ﾏ ﾏ

団時代の思い出」のなかで次の

ように語っている。

　昭和十八年に小湊地区の担当となり終戦となり

ましたが、その直後に山田野地区の測量設計の命

を受けましたが同地区には一〇〇戸の旧軍人の入

植を決定しました39。

　このことから、終戦直後に開拓の計画が持ち上が

り、農地開拓営団が入植に向けた準備にとりかかって

いたことがわかる。終戦直後の混乱期、食糧増産とい

う緊急の課題は旧陸軍と農地開発営団という戦前から

の組織によって動かされていたのである。

　先にもみたように、山田野の開拓は、元木造町長・

成田幸吉氏のはからいによる茨城県の内原への土壌調

査の結果、開拓適地との報告を受け、1945年10月、旧

森田村出身の将校・葛西勝美氏を団長格とする10名の

先発隊によって開始されている。こうした動きは農林

省における開拓課設置や「緊急開拓事業実施要領」に

先立つものであり、山田野への入植は極めて早い時期

に行われたものといえる。

　最初に入植したと話すＡ氏は「大尉の２人でまず

（入植した）」と語っており、これは先発隊を指してい

るものと思われる。同年12月29日付の新聞では「既に

五百戸帰農」という記事の中で「既に山田野は三十戸

開墾に當たってゐる」と紹介されており40、先発隊10

名の後にも続けて入植者があったことを示している。

（２）軍による斡旋

　軍による入植の斡旋は国の「緊急開拓事業」と同時
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期、もしくは国や自治体による斡旋よりも早い時期に

始まっていたようである。入植の斡旋が行われた場所

について、Ｂ氏は「青森空襲、焼けたばって、寺焼け

残ったんだいな。そこで軍関係の人が、結局世話した

り」と話す。青森空襲で焼け残った寺とは青森市本町

の蓮華寺のことであり、一時的に青森市役所として使

われた建物である。青森市による入植斡旋が蓮華寺で

行われたことは新聞にも掲載されており41、同じ場所

で軍も斡旋を行っていたということになる。

　この斡旋の場において、軍の担当者は山田野以外に

も入植の候補地を挙げたとＢ氏は話す。

　軍関係のあれで、どこがいい？あそこもある

し、ここも、様々候補地あげて、話して。仙台の

ほうの王城寺原もあるし、三本木原もあるし、北

海道の本別の陸軍の軍馬補充部もあるし、自分の

好きなところどこでもいいと。

　Ｂ氏の話に登場する王城寺原は宮城県色麻町の演

習場跡地を利用したもので、東京からの帰農者50戸、

地元からの入植230戸、その他270戸が入植した42。ま

た、北海道本別町の軍馬補充部は美里別開拓地とな

り、軍属や農業経験者が入植した43。先にも触れた三

本木原の開拓は戦前から続く大規模国営開墾事業で、

青森県の代表的な開拓地のひとつである44。

　入植したのは元軍人の他、市町村を通じて申し込ん

だ地元縁故者で、具体的は樺太引揚者や戦災者であっ

た45。終戦直後の新聞には軍による失業対策に関する

記事をいくつも見ることが出来るが、開拓事業もその

ひとつだったといえる46。

　正確に何人が軍の斡旋で山田野へ入植したのかを示

すデータは残っていないようだが、それは戦後間もな

い時期、緊急に進められた事業だからであろう。

　

６． 戦時と戦後―開拓地における元軍人―

　「緊急開拓事業」によって入植した人々は、必ずし

も農業経験者ばかりではなかった。人々は慣れない手

で鍬を振るいながら未開墾の地を切り拓かねばならな

かった。そしてそうした人々は、作業の苦労のみなら

ず、周囲の農業従事者からのまなざしをも受け止めな

ければならなかった。とりわけ軍という組織に属し、

権威的な存在であった元軍人たちに対しては、揶揄的

な視線さえ向けられることになる。

（１）「軍人あがり」の農業

　山田野に入植した元軍人の多くは農業未経験者だっ

た。農業に関しては素人であることが、農村における

彼らの存在をより際立ったものにしていく。そのため

彼らにまつわるエピソードが語り継がれていくことに

もなった。Ｃ氏は入植者の一人である元軍人の松下元

大佐について次のように話している。

　

　それで、ま、畑起こして、豆植えたりなんかし

て。豆植えて芽出れば、鳩来て、鳩にみんな取ら

れてまるわけさ。したとこで、鳩の害を防ぐため

に、豆煎って植えたり。そしたら、一つも出てこ

なかったって。そういうエピソードもあるな。

　

　松下元大佐は鰺ヶ沢町では有名な人物であり、山田

野を代表する入植者のひとりといってよい。青森県の

『戦後の開拓年表』には山田野について次のような記

載がある。

　もと陸軍の演習地であったものを終戦後帰農軍

人の入植から初まって現在に至ったものである。

特に杉下大佐が自ら鍬を取り耕作したが昭和32年

頃本人開拓地において憤死した事例もある47。（下

線は引用者）

　松下大佐と杉下大佐とはよく似た姓である。もちろ

ん別人の可能性もあるが、杉下という名前はインタ

ビューには出てこなかった。また、松下氏が変名を用

いていた可能性もある。よって、この杉下大佐が松下

大佐を指している可能性も考えられる。

　

　他にも『青森県戦後開拓史』には農業未経験者から

「ばれいしょは花が咲いたが一向に実をつけないので

困った。今年は皆無作だ。」と相談があったというエ

ピソードも掲載されている。ばれいしょが土の中に実

をつけることすら知らない入植者もいたのである。

　農業の素人だった元軍人たちであるが、戦時中の態

度を引きずったまま農業をしている者もいたようだ。

Ｂ氏は元軍人たちの様子について次のように語った。

　まあ、戦争負けてから、威張んねばっても（威

張ることはなくても）おっかねえばってな、おっ

かねえばって、どうしても鼻にかけるやな。何か

せば、貴様らって、こうやって、すぐこうなんか
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（威張る）。

　体制が変わっても、日常生活を急激に変えることは

難しい。元軍人たちも自分たちの習慣・態度をすぐに

変えることはできなかったようだ。ただし、Ｂ氏は

「（軍人が）固まって組織はあれだいな、聴いたことな

いな」と話しており、目にみえるようなかたちでの元

軍人の組織は作られなかったようである。

（２）軍による農業指導

　入植した元軍人の多くは農業未経験者であったた

め、農業指導をする必要があった。開拓初期の農業指

導において、軍のネットワークは重要な役割を果たし

ている。福島県の白河報徳開拓では「退役軍人補導

会」の要請を受けて農業指導者の加藤完治が開拓地へ

赴いている。山田野の入植者も三本木軍馬補充部で農

業指導を受けたことは先に述べたとおりである。

　

　昭和二〇年秋、解体の軍人の組織として生れた

補導会による研修が三本木軍馬補充部でおこなわ

れ、山田野から一〇名程参加した。帰りには、農

耕用に軍馬一〇頭をつれて来て部落に預けたが返

してもらう段になって部落では、一頭当りに何万

円もエサを食わせたのだからその代金をもってこ

いとごねられて、結局一〇頭のうち一頭を返して

もらっただけになったという48。

　ここにも「補導会」の名前が登場している。青森県

の主要な開拓地の一つである三本木には旧軍馬補充部

の広い土地があった。軍が農業指導を行うには適した

場所だったのだろう。時期は1945年の秋とあるが、山

田野への入植もその頃であり、終戦直後の混乱の中に

あるにもかかわらず素早い対応がとられていることが

わかる。それだけ開拓事業が急を要するものと考えら

れていたのであろう。

（３）農地開発営団によるトラクター開墾

　入植者がまず行わなければならないのは開墾であ

る。1946年１月24日付の「緊急開拓農地開発事業委託

要項」に基づき、地区面積50町歩以上の開拓地では建

設工事、開田、開畑事業を農地開発営団、都道府県、

市町村、農業会などに委託して実施した。全額を国庫

が負担したという。開墾方式は主としてトラクターに

よる機械開墾だった。しかし、陸軍の戦車改良品のト

ラクターは性能が悪く、開墾技術も幼稚で実績は悪

かった。更に1947年10月以降はガソリンの配給が停止

され、畜力開墾を余儀なくされた49。

　山田野の広い土地を耕すのも容易なことではなかっ

たようだ。県が山田野を要指導強化地区と判断した調

査報告には「営団によるトラクター開墾の失敗」とい

う記述がある50。農地開発営団が廃止となったあと、

その事業は国や県に引き継がれており、トラクター開

墾の正確な時期は特定できない。先に述べた戦車改良

品のトラクターによる開墾のことを示しているのかに

ついても不明である。開拓行政が目まぐるしく変化し

た時期であり、営団も廃止となってしまったため、詳

細が把握されていなかったようである。

（４）「軍人あがり」のトラクター開墾

　前述の営団によるトラクター開墾とは別に、トラク

ターを用いた開墾に関するエピソードが『青森県戦後

開拓史』に紹介されている。

　また軍人あがりの組合役員が中心となって機械

で開墾することを考え、板柳町の安田農機具店か

ら外国製中古トラクターを購入することにした。

一〇万円のものを八万円で購入することに交渉

し、二万円の手金を払い意気ようようと山田野に

運んできた。ところが中古トラクターでの開墾は

無理で、故障が続き完全な失敗に終った。

　このため、トラクターを返すことにし、金の返

還を求めたが応じてくれず、組合員からは、軍人

あがりのやることは信用できない。金をとれない

場合は開拓から追放しようとさわがれ、やっとの

思いで金を返してもらったことがあるという51。

　このエピソードからは山田野において元軍人たちが

発言力を持っていたことが推測される。単に態度が大

きかったというよりも、「軍人＝エリート」という意

識が根強く残っていたことが背景にはあるのだろう。

しかしながらこの開墾は失敗に終わり、元軍人たちは

信頼を失ってしまった。元軍人のつながりは開拓農業

を動かす大きな力となった一方、農業に関する知識不

足から、初期の開拓農業の不振を招く要因のひとつに

もなっていたのかもしれない。
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おわりに

　本稿では、戦後開拓研究への分析視角として、（１）

個人史からのアプローチ、（２）職業経歴における

「移行」としての入植、（３）戦時と戦後の不連続の位

相、という３点を設定し、それぞれに基づく形での事

例分析を試みた。ここで検討した少数の事例から一般

的な知見を導くことはきわめて困難であるが、明らか

になった点を総括したうえで、今後の研究に向けた課

題を定立することにしたい。

　まず、方法としての個人史＝ライフヒストリーは、

これまでの戦後開拓研究の多くが、集落＝地域という

集団を分析対象としているのに対し、本稿では個人の

経歴の形成ないし再形成の過程を基本的な分析対象と

している。当然のことではあるが、同じ土地に集まっ

た入植者たちの属性は多様であったと考えられる。そ

うした多様な人生のありようを丹念にたどり、その集

積としての集団の姿をあぶりだすような記述をするた

めにも、ライフコース論的アプローチは有効であると

考えられる。本稿では、対象となった３人のライフ

コースを重ね合わせることで、そこに共通する要素を

抽出し、開拓者集団のひとつの性格づけを行った。た

だしこれらの共通要素がそのまま開拓者集団全体の特

性であるわけではないことも考慮する必要がある。サ

ンプル数の少なさはもとより、多年にわたって開拓地

に居住することができた人々から得られる情報が、入

植者全体（そこには多くの離脱者も含まれている）の

特徴を表しているとはいいがたいからである。開拓地

に集まった人々のライフコースの多様性のなかから、

コミュニティにおける共同性がいかにして形成されて

きたのかについては、次稿以下の課題としたい。

　次に、開拓への「移行」については、本稿ではとく

に軍という組織の動きに焦点を当てた把握を試みた。

「緊急開拓事業実施要領」に先駆けて動き出した旧陸

軍による開拓の動きは、終戦前の逼迫した食料状況の

もとでの農地開拓営団の事業の延長線上に位置づけら

れるものである。そして物資が窮乏するなかで、相当

な資源を有していた軍と、そこに属していた元軍人た

ちは、「移行」においても相対的に優位な地位にあっ

たと考えられる。さらにいえば、軍隊がもっていたも

のは、単なる物資や土地といった資源だけではない。

強大な組織であったことによる社会関係資本の存在を

無視することはできない。本稿の事例にもみられるよ

うに、ＧＨＱによって既得権の解体が図られたにもか

かわらず、それでもなお一定のつながりが維持されて

いたことは注目に値しよう。軍隊という組織が解体さ

れたことによって大量に発生した失業者たちが、どの

ような形で労働市場に（再）参入していったのかは、

今後研究が進められるべき大きなテーマのひとつであ

るが、元軍人たちの開拓地への入植もまた、そうした

「移行」の一形態として捉えることができる。そのメ

カニズムについても、より進んだ検討を行いたい。

　そして、開拓地へと入植した元軍人たちの姿は、あ

らためて戦時と戦後の連続／不連続の位相を考えるう

えでの手がかりとなるように思われる。インフラや社

会関係資本の連続性と、職業経歴や周囲からの視線の

不連続性といったものが複雑に絡み合うなかで、かつ

ての軍人たちは農業従事者となっていった。もはや軍

人が「特別な存在」ではない社会のなかで、彼ら、と

りわけ高い地位にあった元将校たちは、どのような思

いを抱きながら鍬を振るっていたのか。内面的な葛藤

といったものは、今となっては証言を得ることはきわ

めて困難になってきている。しかしながら、職業経歴

の再構成を行うことで、彼らがどのように戦後を生き

抜いていったのか（あるいはいけなかったのか）を明

らかにすることは、対象者が高齢となっている今しか

できない、喫緊の課題であると考える。

　戦後開拓の最初期に行われた「緊急開拓事業」は、

多くの矛盾と困難を抱えながら行われたものであっ

た。それはいわば戦後における「農政のひずみ」（野

添憲治）の出発点であったといえよう。そうした「ひ

ずみ」と直面した人々が、それらをいかにして乗り越

えようとしたのかを、個人に、さらには地域に即して

考察することは、依然として残された大きな課題であ

る。この「ひずみ」の位相こそが、戦後日本社会を読

み解くひとつの手がかりとなることは間違いない。戦

後開拓の「ひずみ」と個人の人生との関係性を読み解

く試みの端緒として、本稿を位置づけたい。
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附記

　本稿は、平成22年度日本学術振興会科学研究費補助

金（若手研究（Ｂ）課題番号21730393）による研究成

果の一部である。

　本稿の執筆分担は以下のとおりである。はじめに、

１．～３．おわりに、は髙瀬が、４．～６．は村上がそ

れぞれ執筆した。ただし全体にわたって相互の議論を

経て構成している。

（2011. １. 24受理）


